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質の高い革新・創業の推進と「双創」のア

ップグレード版の構築に関する意見 
 

【要点】 

○ 中国国務院は、2018年9月26日に「質の高い革新・創業の推進と『双創』のアップグレード版の

構築に関する意見」（中国語名「关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见」、以

下「意見」）を発表した。 

○ 2014年9月開催の夏季ダボス会議で李克強首相が「大衆創業・万衆創新」（「双創」と略称、一

般大衆による創業・革新を指す）を推し進めていくと表明した。それ以降、中国国内で「双創」

ブームを迎えている。もっとも、質の高い経済成長への転換を図るためには、「双創」の内容を

グレードアップする必要がある。そのために発表されたのが、この「意見」である。 

○ 「意見」では、5大分野でのグレードアップを推し進める方針が示された。具体的には、①革新・

創業環境のグレードアップ促進（行政簡素化・権限委譲による革新・創業の活性化、規制緩和・

管理強化による公平な市場環境の整備、関連サービスの最適化を通じた利便性の向上等）、②革

新・創業の推進力のグレードアップ加速（財政・税収政策による支援強化、知的財産権の管理・

サービス体系の構築等）、③創業による雇用創出能力のグレードアップ推進（科学技術者の創業

に対する奨励・支援、大学生向けの革新・創業関連教育・研修の強化、出稼ぎ動労者のUターン

創業・退役軍人の自主創業を促進するサービス体系の構築、帰国者・外国人による革新・創業の

利便性向上等）、④科学技術の革新サポート能力のグレードアップ推進（大学・研究機関の革新・

創業の融合促進、科学技術の研究成果の転化体制・メカニズムの健全化等）、⑤革新・創業のプ

ラットフォームのグレードアップ促進（インキュベーター・オープンコミュニティに関連するサ

ービスの改善、大中小企業の融合・発展を促すプラットフォームの構築、工業インターネットの

革新的発展の推進、「インターネット+」革新・創業のサービス体系の構築等）、である。 

○ 「意見」では、上述分野でのグレードアップを推し進めていくために3つの保障措置も示された。

それは、①革新・創業に関連する金融サービスの更なる改善、②革新・創業を経済発展のけん引

力としたモデル地域の育成、③「最後の1キロ」までの政策遂行力の強化、である。 
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【構成(概要)】 

「質の高い革新・創業の推進と『双創』のアップグレード版の構築に関する意見」 

（国発[2018]32号） 

成立日：2018年9月18日、発表日：2018年9月26日 

1.指導思想・主要目標：革新・創業の環境の更なる最適化とコストの大幅な引き下げ、創業による

雇用創出能力や科学技術の革新による経済のけん引力強化等を指導思想とし、関連サービスのグ

レードアップ、創業による雇用創出能力・科学技術成果の転化・応用能力の顕著な増強、大中小

企業のバリュー・チェーンの更なる融合、国内外の革新・創業資源の集積促進等を目標とする。 

2.革新・創業環境のグレードアップ促進：行政簡素化・権限委譲による革新・創業の活性化、規制

緩和・管理強化による公平な市場環境の整備、関連サービスの最適化を通じた利便性の向上等。 

3.革新・創業の推進力のグレードアップ加速：財政・税収政策による支援強化、財・サービスの政

府調達に係る政策措置の策定、重要設備の応用加速、知的財産権の管理・サービス体系の構築等。 

4.創業による雇用創出能力のグレードアップ推進：科学技術者の創業に対する奨励・支援、大学生

向けの革新・創業関連教育・研修の強化、農民工（出稼ぎ動労者）のUターン創業・退役軍人の

自主創業を促進するサービス体系の構築、帰国者・外国人による革新・創業の利便性向上、より

多くのグループの革新・創業の参加の促進等。 

5.科学技術の革新サポート能力のグレードアップ推進：革新志向型企業のけん引力強化、大学・研

究機関の革新・創業の融合促進、科学技術の研究成果の転化体制・メカニズムの健全化等。 

6.革新・創業のプラットフォームのグレードアップ促進：インキュベーター・オープンコミュニテ

ィに関連するサービスの改善、大中小企業の融合・発展を促すプラットフォームの構築、工業イ

ンターネットの革新的発展の推進、「インターネット+」革新・創業のサービス体系の構築等。 

7.革新・創業に関連する金融サービスの更なる改善：革新・創業の資金需要に応じた金融サービス

の提供促進、創業投資ファンドの役割強化、革新・創業の資金調達に役立つ直接金融の拡大等。 

8.革新・創業を経済発展のけん引力としたモデル地域の育成：革新・創業をリードする地域の形成

促進、革新・創業資源を集積できる地域の育成、「双創」のモデル地域のけん引力強化、「一帯

一路」沿線国等を対象とした革新・創業分野における国際協力の推進等。 

9.「最後の1キロ」までの政策遂行力の強化：革新・創業に関連する政策の全体策定、重要政策の

着実な遂行を促す実施措置の細分化、革新・創業の成功例の普及推進等。 

 

＊中国語全文は、http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-09/26/content_5325472.htm 

から入手可能（2018年10月22日アクセス） 

以 上 
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